
アイプラザ豊橋の利用等に関する要綱

（主旨）
第1条　この要綱は、アイプラザ豊橋（以下「アイプラザ」という。）を適正かつ円滑に運営するため、アイプラザ豊橋条例施行規則(平成24年豊橋市規則第39号)に定めるもののほか、利用等に関する必要な事項を定めるものとする。

（利用申請方法）
第２条　利用申請は、施設予約システムでの申請または指定管理者が指定する場所での申請とする。

（利用承認申請期間）
第３条　アイプラザの利用承認申請期間（以下「申請期間」という。）は、次の表の区分のとおりとする。
	利用施設等
	申請期間

	1
	講堂等、小ホール
	4～6月
	前年2月1日から指定管理者が指定する日まで

	
	
	7～9月
	前年5月1日から指定管理者が指定する日まで

	
	
	10～12月
	前年8月1日から指定管理者が指定する日まで

	
	
	1～3月
	前々年11月1日から指定管理者が指定する日まで

	2
	１、３以外の会議室等
	利用期日の属する月の6月前の1日から指定管理者が指定する日まで

	3
	体育室
	利用期日の属する月の3月前の1日から指定管理者が指定する日まで


　ただし、申請期間の初日（以下「初日」という。）が１月１日にあたる場合は、上記に関わらず１月４日とする。また、初日が休館日にあたる場合は、その日後においてその日に最も近い休館日でない日とする。
（特例申請）
第４条　前条の規定にかかわらず、以下の場合は特例として取り扱うことができる。
 (1) 内外から多数の人が訪れ、豊橋市を全国に広めるような全国規模の大会等で、担当部局長の副申があるもの

(2) 市及び市教育委員会が主催する事業又は共催する事業
(3) 豊橋文化振興財団が主催する事業
(4) 市内大学の入学・卒業式
(5) 講堂等、小ホールを利用する事業のうち、当日に体育室や会議室等の利用が併せて必要な場合、又は、前日のリハーサル、及び１回の総合練習等を行うにあたり体育室や会議室等の利用が必要な場合
(6) その他、特に必要性が高いものとして市長が認めるもの
（特例申請期間）
第５条　前条第１号から第５号までに規定する事業については、第３条に規定する申請期間にかかわらず、次により利用申請を受け付けることができる。

(1) 講堂等、小ホール

　ア　前条第１号に規定する事業　　　　　　　　　　　利用期日の36月前
　　　イ　前条第２号から第４号までに規定する事業　　　　利用期日の24月前
　 (2) その他施設
　　　ア　前条第１号に規定する事業　　　　　　　　　　　利用期日の36月前
　　　イ　前条第２号から第４号までに規定する事業　　　　利用期日の18月前
　　　ウ　前条第５号に規定する事業　　　　　　　　　　　講堂等、小ホールの申込時
２　特例により利用承認を受けようとするもの（前条第５号に規定する事業を除く）は、特例申請依頼書（様式第６）を指定管理者あて提出しなければならない。 
３　指定管理者は、前項の規定による特例申請を許可した時は利用許可内諾書（様式第７）を利用者に交付する。
４　利用者は、利用許可内諾書交付後、第３条に規定する申請期間前までに利用承認申請書（様式第１）を指定管理者あて提出しなければならない。

（抽選）
第６条　指定管理者は、申請期間の初日に利用申請しようとする者（特例申請の対象により利用申請する者を除く。）の希望する利用期日が競合する場合には、抽選により利用者を決定するものとする。
（利用料金の納付）
第７条　利用者は、利用料金を、指定管理者が指定する場所にて原則現金で納付しなければならない。
２　指定管理者が、特別な理由があると認めた場合には、利用料金の納付期限を延長することができる。その場合、利用者は、利用料金納期限延長申請書（様式第８）を指定管理者あて提出しなければならない。

３　指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、利用料金納期限延長承認書（様式第９）を利用者に交付する。

（利用の変更）
第８条　規則第８条第２項に規定する変更手続は、１回に限り行うことができる。
（利用料金の還付申請）
第９条　規則第９条の規定により既納利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書（様式第10）を指定管理者あて提出しなければならない。
（利用者の遵守事項）
第10条　利用者は、利用にあたり次の各号を遵守しなければならない。

(1) 会議室、楽屋等で利用者が食事等を提供するときは、搬出入については利用者が責任をもって対処すること。ただし、講堂・図書室・学習室内での飲食等は禁止する。

(2) 施設に附属する設備(机・椅子等を含む。)は、現状の数量で利用し、机・椅子等の追加、排除は原則行わない。ただし、利用者が持ち込む場合はこの限りではない。

(3)  施設内での販売行為は原則禁止する。ただし、全国規模の大会等で本市のＰＲにつながるような特別の場合、講演会・演奏会等の催物の一環としての販売、チャリティ・ボランティアなど福祉目的で行われる場合などはこの限りではない。
(4) 利用に伴う物品の利用期日前の搬入は、原則禁止する。やむを得ない事情により搬入の必要があるときは、事前に指定管理者の承認を得ること。その場合、指定管理者は搬入物品の保管責任を負わない。

(5) 利用者は、準備及び片付け等を目的に利用する場合であっても、承認された利用期日以外は、利用することはできない。ただし、業者により搬入された会場装飾用の花籠、生花、ハンガー及び弁当箱等については、業者の都合により利用期日に搬出できないときは、指定管理者の承認を得て指示する場所に移動し、翌日の午前９時までに業務を完了させること。

(6) 利用者が指示された場所以外に受付や表示を出す場合には、事前に指定管理者の承認を得なければならない。

(7) 看板等の取付けは、原則として利用期日当日に行うこと。

(8) 利用者は、事業実施に伴う案内通知、チラシ等には駐車場利用の注意事項及び公共交通機関利用の表示をすること。

(9) 利用者は、利用期日当日の駐車場の利用状況を常に把握し、必要に応じ駐車場整理員を配備すること。

(10)講堂利用者は、適切な講堂利用のため、講堂利用期日の指定管理者が指定する日までに、指定管理者と次の事項について打ち合わせを行うこと。

ア　利用目的に伴う附属設備(照明、音響、所作台、ピアノ、マイク等)の利用に関すること。

　 イ　舞台設営(演台、スクリーン等の設置等)に関すること。

　 ウ　利用者の持込み物品(舞台ハンガー、ビデオ等)に関すること。

　 エ　利用に伴う他業者への委託業務(ピアノ調律、照明、音響等)に関すること。

　 オ　事業進行に関すること。
（その他）

第11条　指定管理者は、この要綱に疑義が生じたときは、速やかに市と協議するものとする。

２　指定管理者が行う自主事業については、別途市と協議するものとする。
（雑則）

第12条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
　　附　則
１　この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
２　平成25年4月1日から6月30日までの講堂等及び小ホールの利用承認申請期間の初日については、この要綱の規定にかかわらず、平成24年4月17日からとする。
















